
公的年金等の雑所得に係る特別徴収（年金天引き）の場合

給与所得にかかる特別徴収（給与天引き）の場合

普通徴収（個人納付）の場合

住民税
納税者本人 配偶者または扶養親族

（国外居住者を除く）
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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するため、一時的な措
置として令和６年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。な
お、個人住民税の徴収方法によって減税の実施方法が異なります。

令和６年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805 万円以下の納税者
（給与収入のみの場合、給与収入2,000 万円超に相当する納税者は対象外）

※控除額の合計額が個人住民税額の所得割を
超える場合は、所得割額を限度とします。

令和６年６月の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を 11分割し、令和６
年７月分～令和７年５月分まで給与天引きを行います。

令和６年 10月支払分の年金より年金天引きされる税額から特別控除を行い、
控除しきれない部分の金額については 12月支払い以降の税額から順次控除を
行います。

令和６年度から国内に住所のある個人に対して森林環境税（国税）が課税され
ます。森林環境税は、温室効果ガス削減目標の達成や災害防止を図るため、森
林整備等に必要な地方税源を安定的に確保する観点から創設されました。

年額1,000 円が、町・県民税の均等割と併せて徴収されます。

町・県民税の均等割は、東日本大震災を踏まえて都道府県や市町村が実施する
防災費用を確保するため、平成 26年度から年額 1,000 円（町民税 500 円・
県民税500円）が加算されていましたが、令和５年度を最後に終了します。
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税務課町民税係
391-1117
391-1191

TEL
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問い合わせ

？

控除額

１万円 １万円

１人につき

所得税
納税者本人 配偶者または扶養親族

（国外居住者を除く）

※所得税の定額減税につきましては、国税庁
のホームページをご覧ください。

３万円 ３万円

１人につき

対象者

実施方法

所得税の詳しい内
容は、国税庁の
ホームページをご
覧ください。

町・県民税の詳し
い内容は、菰野町
ホームページをご
覧ください。

※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
▶個人住民税が非課税
▶個人住民税均等割（以下、均等割）・森林環境税（国税）
のみの課税の方

※定額減税対象外の方は、通常通りの徴収方法となります。

第１期分の税額から特別控除を行います。控除しきれない部分の金額は、第２
期以降の税額から順次控除を行います。

※令和６年度の個人住民税で初めて公的年金から特別徴収される場合、または令和５年度中
に個人住民税の税額変更等により公的年金から特別徴収が停止された場合、令和６年４月
～８月分は公的年金からの特別徴収ではなく普通徴収となります。この場合、普通徴収の
場合と同様、第１期分の税額から控除し、第１期分で控除しきれない場合は第２期分の税
額から、それでも控除しきれない場合は、令和６年 10月の公的年金からの特別徴収税額
から控除します。

税率・徴収方法

町・県民税の均等割

令和５年度まで 令和６年度以降
町民税均等割3,000円

+
県民税均等割1,000円

+
町民税（加算分）500円

+
県民税（加算分）500円

+
みえ森と緑の県民税1,000円

町民税均等割3,000円
+

県民税1,000円
+

みえ森と緑の県民税1,000円
+

森林環境税（国税）1,000円

6,000円 6,000円合 
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定額減税の例

定額減税の実施イメージ（給与天引きの場合）は５ページの例
をご確認ください。CHECK

重要！

０円 ６月 ０円
8,000 円 ７月 ０円
7,200 円 ８月 ０円
7,200 円 ９月 ０円
7,200 円 10 月 5,000 円
7,200 円 11 月 7,000 円
7,200 円 12 月 7,000 円
7,200 円 １月 7,000 円
7,200 円 ２月 7,000 円
7,200 円 ３月 7,000 円
7,200 円 ４月 7,000 円
7,200 円 ５月 7,000 円

住民税の支払額
１人あたり１万円減税

所得税の支払額
１人あたり３万円減税

年間支払額12万円
４人家族で４万円減税

月の支払額7,000円
単身で３万円減税

６月は徴収せず、
８万円（12万円ー
４万円）を 11 か
月で割った金額を
毎月均等に徴収

６月に引ききれな
かった減税分は７
月、８月にも引い
て累計３万円にな
るまで減税

10月に2,000円
減税し、累計３万
円の減税終了

Be carefulChange point


